
大東市に住民票がある流産・死産をして1年未満の方

出産後に赤ちゃんを亡くされた方（生後１歳まで）

大東市 産後ケア

グリーフケア事業のご案内
流産や死産等を経験された方、出産後に小さな赤ちゃんを亡くされた方、理由が

あって選択的なお別れをされた方など大切なお子さまを亡くされた方の悲しみは、
計り知れません。 流産・死産等をされた方が悲嘆（グリーフ）を抱えて孤立することなく、
安心して過ごせるようにサポートします。
利用にかかる費用の一部を大東市が負担します。

問合せ先
大東市 こども家庭センター
ネウボランドだいとう
TEL 072-874-2766
平日 午前9時～午後5時30分

令和8（2026）年度

助産師等が体調管理、乳房のケア、心のケアなどこころとからだのサポートを行います。
内容

対象

内容

QR申請はこちらから ➡
大東市ホームページ

料金 市民税課税世帯
500円/１回

非課税世帯・生活保護世帯
250円/1回

市民税課税世帯
４００円/７時間 または 500円/９時間

非課税世帯・生活保護世帯
0円/7時間・9時間

グリーフケアの知識をもった
助産師等がご自宅を訪問し、
心身の不調に対するお話を

お伺いします。

時間 ： 平日 ９時～16時
概ね2時間程度

グリーフケア専門の施設にて、
お話をしながら、

ゆっくり過ごして頂きます。

時間 ： 平日10時～17時（1食付）
または

平日10時～19時（2食付）

居宅訪問型 通所型
（デイサービス）

世帯の課税状況により利用料が異なります。変更があった場合はご連絡ください。
居宅訪問型・通所型（デイサービス）それぞれ最大５回まで利用できます。
利用前々日の17時以降のキャンセルの場合、キャンセル料がかかる場合があります。
日程の変更または中止する場合は、直接下記実施施設にご連絡ください。
利用時間を短縮されても、料金は変わりません。

施設名：グリーフケアサロンピッコラ・ファミリア
住所：東大阪市東山町4-8WS百光ビル3階
電話番号：072－９８６－９７４４（日・月・祝日休み）

実施
施設

①申請 ③利用者から
施設に連絡し
予約をとる

④利用利用
方法

②利用可否
決定通知書・
利用票を発行

産後ケア事業以外に、「助産師・保健師による電話相談や訪問」もあります。
ご希望の方はネウボランドだいとうまでご連絡ください。

⑤利用料
を施設 に
支払う


